
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話機の送受器を介してデータを送受するための受話口受け部及び送話口受け部を備えた
カプラ装置において、
前記受話口受け部は、マイクを内包するマイクケースと、該マイクケースを支持するアー
ム部とを有し、該マイクケース及び該アーム部は、コイルバネの両端に設けたフックにそ
れぞれ係合し、該コイルバネにより連結される事を特徴とするカプラ装置。
【請求項２】
前記マイクより延びるリード線は、前記コイルバネの内径空間を挿通して前記マイクケー
スから前記アーム部へと布設される事を特徴とする請求項１に記載のカプラ装置。
【請求項３】
前記マイクケースの周囲に、前記送受器の受話口と密着するマイクゴムを嵌合させた事を
特徴とする請求項１又は請求項２に記載のカプラ装置。
【請求項４】
前記マイクゴムの内部に空間を設けた事を特徴とする請求項３に記載のカプラ装置。
【請求項５】
前記受話口受け部を収納する収納部を設け、使用時には該受話口受け部が該収納部よりホ
ップアップする事を特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載のカプラ装置。
【請求項６】
前記収納部に、前記受話口受け部の収納時に前記マイクケースと当接する突起部を設けた
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事を特徴とする請求項５に記載のカプラ装置。
【請求項７】
前記送話口受け部は、スピーカーを内包し、前記受話口受け部との間のピッチを調節する
ようにスライド動作可能である事を特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の
カプラ装置。
【請求項８】
前記送話口受け部のスライド動作に追従し、装置本体内部と外部とを遮断する、単数の、
或いは該スライド動作方向の長さの異なる互いに重畳された複数のシート部材を設けた事
を特徴とする請求項７に記載のカプラ装置。
【請求項９】
前記シート部材のスライド動作方向の前後両端に、折曲げ部を形成した事を特徴とする請
求項８に記載のカプラ装置。
【請求項１０】
前記シート部材は樹脂材料より成る事を特徴とする請求項８又は請求項９に記載のカプラ
装置。
【請求項１１】
前記送話口受け部の表面を凹形状とした事を特徴とする請求項７乃至請求項１０のいずれ
かに記載のカプラ装置。
【請求項１２】
前記送話口受け部の表面に突起を設けた事を特徴とする請求項１１に記載のカプラ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気音響的に変換されたデータについて、電話機の送受器（受話器）を接続手
段に用い、電話回線を介して情報の送受を行う音響カプラの働きを備えたカプラ装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
このようなカプラ装置は、電話機の送受器と音響的に接続させるものであるから、周囲の
騒音の影響を受け難くするために、その送受器との結合は確実且つ良好に行わなければな
らない。ところが、電話機の送受器の形態は多種多様であるので、各々の形態に合わせて
調節し、結合できるカプラ装置の構成とする必要がある。そこで、従来より、様々な構成
の音響カプラ構造が提案されてきている。
【０００３】
図１４は、いわゆる携帯端末装置に設けられた従来の音響カプラ構造の一例を模式的に示
す図である。同図において、５１はアーム部、５２はスライド板、５３はマイク５３ａを
内包する支持体、５４はトーションスプリング、５５はスピーカー、５６はロック爪、５
７は携帯端末装置の本体、５８は電話機の送受器である。そして、同図（ａ）は収納時の
状態、（ｂ）は使用時の状態を示している。いずれの図にも送受器５８との配置関係を比
較するように描かれている。
【０００４】
同図（ａ）の収納時から同図（ｂ）の使用時の状態にセットするために、支持体５３を手
動で図の左方に移動させ、本体５７から突出させてロック爪５６を解除すると、トーショ
ンスプリング５４の働きにより、アーム部５１及び支持体５３が回転軸５１ａを中心にホ
ップアップする。そして、使用する送受器５８の受話口５８ａと送話口５８ｂ間のピッチ
に合わせて、スライド板５２を調節して図の左右に移動させ、支持体５３を受話口５８ａ
に当接させるとともに、送話口５８ｂをスピーカー５５の上側にかぶせるように設置し、
近接接続させる。
【０００５】
このとき、アーム部５１及び支持体５３は弾性部材により形成されているので、適度に湾
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曲するとともに、受話口５８ａに支持体５３が適度な圧力で密着し、外部からの騒音の影
響が軽減される。尚、スピーカー５５は本体５７の所定の位置に固定されている。この場
合、送話口５８ｂと密着する構造にはなっていないが、これは、本来送話側は外部からの
騒音の影響を受ける事が少ないからである。最後に、送信或いは受信が終了すると、スラ
イド板５２を図の右方に移動させるとともに、ロック爪５６によりアーム部５１及び支持
体５３を本体５７に固定させ、同図（ａ）の収納時の状態にする。
【０００６】
また、他の例として、実開昭５９－１７８７２７号公報に記載されている如く、送信用音
響カプラを取り付けた本体に対して、受信用音響カプラを備えた受信ユニットを着脱自在
に取り付けて成るデータ端末装置が開示されている。或いは、特開昭６２－２００９５１
号公報に記載されている如く、導電性を持つ伸縮自在のロッドの両端に電気音響変換装置
を支持し、これを送受話器に圧接させる構成の音響カプラが開示されている。さらには、
実公平３－６０５５公報に記載されている如く、送話口受け部と受話口受け部とを板バネ
で接続するとともに、これらを送受器に合わせられるように任意のところで固定できる構
成の音響カプラの送受器受け装置が開示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記図１４に示したような構成では、使用時の状態にセットする度毎に、
使用する送受器５８の受話口５８ａと送話口５８ｂのピッチに合わせて、受話口受け部で
ある支持体５３と送話口受け部であるスピーカー５５間のピッチを調整しなくてはならな
い。通常は、使用する送受器が公衆電話或いは使用者自身が持つ携帯電話のように限定さ
れる場合が多いが、その場合でも逐一ピッチ調整をしなければならない事を考えると、非
常に不便である。一度ピッチを調整すれば送受器の形状が変わらない限り使用できる事が
望ましい。
【０００８】
また、同図のアーム部５１及び支持体５３が弾性部材で形成されているため、使用時の湾
曲状態がそのまま維持されて、いわゆる癖が付く事があり、そうなると本体５７への収納
が非常にやり難くなるとともに、収納状態において本体５７よりはみ出してしまう事とな
る。また、上記各公報に記載されているような構成においても、同様にして操作性或いは
収納性等の面で、まだまだ改善する必要がある。
【０００９】
さらに、近年普及しつつある、電子メールを作成して送受信するための携帯端末装置は、
本来の業務場所以外においても容易且つ簡便に使用できる事を目的として作られ、持ち運
びが容易なコンパクト性、使用時の機器操作の簡便さ、セッティングの確実性及び信頼性
の確保、不使用時の送受部（ここでは音響カプラ部分）の性能維持が要求される。ところ
が、このような携帯端末装置は、通常、他の事務用品や書類と混在して鞄等に入れられ、
一緒に持ち運ばれる事が多く、持ち運び時には装置が他の物と接触する事に加えて、ひど
い場合には他の硬質な事務用品等との衝突も生じる事等、装置へのダメージを与える要因
は非常に多い。
【００１０】
特に、上記送受信部が破損した場合は致命的であり、携帯端末装置本来の機能が損なわれ
てしまう。また、このような携帯端末装置は、送受手段として公衆電話や出先に備えられ
た電話の送受器（受話器）或いは携帯電話等を媒体とする必要があるが、最近の電話は、
機能はもとよりファッション性も加味され、多種多様なものが存在し、送受の接点である
送話口，受話口のピッチや形状も様々であるため、それらに適切に対応できる構造が要求
される。そのためには、特に携帯端末装置側の送受の接点となる音響カプラ構造が大きな
要素となる。さらに、音響カプラ部分が外観面に露出されず、ダメージを受けにくい構造
である事も、非常に重要な要素である。
【００１１】
本発明は、以上のような問題点に鑑み、多種多様の形状を持つ電話機の送受器に対して、
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柔軟且つ容易に対応する事ができるとともに、その送受器の形状に合わせるための調節の
回数を極力少なくする事ができ、また外力によるダメージを受けにくいカプラ装置を提供
する事を目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明では、電話機の送受器を介してデータを送受するため
の受話口受け部及び送話口受け部を備えたカプラ装置において、前記受話口受け部は、マ
イクを内包するマイクケースと、そのマイクケースを支持するアーム部とを有し、そのマ
イクケース及びそのアーム部は、コイルバネの両端に設けたフックにそれぞれ係合し、そ
のコイルバネにより連結される構成とする。
【００１３】
そして、前記マイクより延びるリード線は、前記コイルバネの内径空間を挿通して前記マ
イクケースから前記アーム部へと布設される構成とする。
【００１４】
また、前記マイクケースの周囲に、前記送受器の受話口と密着するマイクゴムを嵌合させ
た構成とする。さらに、前記マイクゴムの内部に空間を設けた構成とする。
【００１５】
また、前記受話口受け部を収納する収納部を設け、使用時にはその受話口受け部がその収
納部よりホップアップする構成とする。さらに、前記収納部に、前記受話口受け部の収納
時に前記マイクケースと当接する突起部を設けた構成とする。
【００１６】
また、前記送話口受け部は、前記受話口受け部との間のピッチを調節するようにスライド
動作可能である構成とする。さらに、前記送話口受け部のスライド動作に追従し、装置本
体内部と外部とを遮断する、単数の、或いはそのスライド動作方向の長さの異なる互いに
重畳された複数のシート部材を設けた構成とする。そして、前記シート部材のスライド動
作方向の前後両端に、折曲げ部を形成した構成とする。また、前記シート部材は樹脂材料
より成る構成とする。
【００１７】
また、前記送話口受け部の表面を凹形状とした構成とする。さらに、前記送話口受け部の
表面に突起を設けた構成とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１～図５は、本発
明の一実施形態の外観構成を示す斜視図であり、カプラ装置を備えた携帯端末装置の一例
を表している。
【００１９】
図１は、本体１０が閉じた状態の外観を示す斜視図である。同図において、Ｂ，Ｃはそれ
ぞれ厚板状のハウジングであり、ここでは略円柱状のヒンジ部Ａを介して互いに閉じた状
態となっている。ハウジングＢの外側面には、作成されたデータの送信或いは受信操作を
行う送信キー１と、送信或いは受信状態を端から順次点灯或いは消灯する事により表示す
るインジケータ２が設けられている。
【００２０】
図２は、本体１０が開いた状態の外観を示す斜視図である。同図に示すように、ハウジン
グＢ，Ｃはヒンジ部Ａを介して互いに開いた状態となっている。ハウジングＢの内側面に
は、入力，変換された文字や数値等を表示する、液晶パネル等より成る表示部３が設けら
れており、ハウジングＣの内側面には、文字等を入力，変換する入力キー４が設けられて
いる。また、ハウジングＢ，Ｃの側辺にそれぞれ設けられたフックｂ，ｃが互いに係合す
る事により、ハウジングが閉じた状態から容易に開かないようになっている。
【００２１】
図３は、本体１０が閉じた状態の外観を示す斜視図で、図１とは反対側の面を示すもので
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ある。同図に示すように、ハウジングＣの外側面には、データ受信時に電話機の送受器（
ここでは図示せず）の受話口と密着接続を行うための受話口受け部５、データ受信時に送
話口と近接接続させる送話口受け部６、及び受話口受け部５をホップアップするためのホ
ップアップノブ７が設けてある。受話口受け部５は、ハウジングＣに収納された状態を描
いてある。
【００２２】
さらに、電話機の送受器の受話口と送話口間のピッチに合わせて、受話口受け部５と送話
口受け部６間のピッチを調節するために、送話口受け部６を本体１０の長手方向にスライ
ドさせる事が可能である。ここで、受話口受け部５の収納時及び送話口受け部６において
は、露出部は硬質の樹脂材料のみであるので、持ち運び時等に外部からのダメージを受け
にくい構成となっている。これらによるカプラ装置の構成について、詳しくは後述する。
【００２３】
図４は、受話口受け部５がホップアップした状態を示す斜視図である。ホップアップノブ
７を受話口受け部５側へと操作すると、同図に示すように、受話口受け部５は、本体１０
の端部付近周りに回動し、受話口と当接する面を上に向けつつ、送話口受け部６から離れ
る方向に、本体１０端部から突出するようにホップアップする。これにより、ここでは図
示しない電話機の送受器をセットする事が可能な状態となる。尚、上記カプラ装置及び送
信キー１，インジケータ２の本体１０における配置関係については、本実施形態の構成に
限定されるものではない。また、携帯端末装置の構成についても、本実施形態で示したも
のに限定されない。例えばいわゆるノート型パソコン或いはデスクトップ型パソコン等を
含む、通信機能を備えた端末装置全般に本実施形態のカプラ装置を搭載する場合も含まれ
る。
【００２４】
図５は、本体１０に電話機の送受器８をセットした状態を示す斜視図である。同図に示す
ように、受話口受け部５は、送受器８の受話口８ａと密着接続されており、ここでは見え
ない送話口受け部６は、送受器８の送話口８ｂと近接接続されている。データ送受操作を
する場合は、同図の状態を保つために、例えば送受器８と本体１０とを片手で同時に掴み
、もう一方の手で反対側の面にある、図１に示す送信キー１を押し下げる。このとき、イ
ンジケータ２による送受完了の表示が終われば、データの送受が完了した事になる。送受
が完了すれば、送受器８を電話機本体（不図示）に戻し、受話口受け部５を手動により図
３のように収納させれば良い。ここで、送受されるデータとは、コマンド等をも含む情報
全般を意味するものとする。
【００２５】
図６は、上記受話口受け部５の組立状態を示す縦断面図であり、図７はその収納状態を示
す縦断面図である。また、図８は受話口受け部５の部品構成を示す分解斜視図である。
【００２６】
図６或いは図８において、１１は上記受話口との接点部品である略リング状のマイクゴム
、１２はマイクゴム１１の内周で嵌合する略円板状のマイクケース、１５はマイクケース
１２の下面に組み合わされる、これも略円板状のマイクケースである。マイクケース１５
の上面中央部には、上方に延びる略円筒状のケーシング１５ａが設けられており、その内
部に略円柱状のマイク１４がはめ込まれる。尚、マイク１４から延びるリード線１６は、
ケーシング１５ａの切り欠き部１５ｂより外部へと取り出され、コイルバネ１７の内部を
挿通する。ここでのリード線１６は、外部からのノイズを拾わないよう、シールド線とな
っている。
【００２７】
マイク１４の上面には、これを保護する略円板状のマイクフィルター１３が設けられ、こ
れらがマイクケース１２，１５の間に挟み込まれて取り付けられる。このとき、コイルバ
ネ１７の一端に設けられたフック１７ａがマイクケース１５のケーシング１５ａ外周に嵌
合して取り付けられ、このコイルバネ１７もマイクケース１２，１５の間に挟み込まれる
。最後にマイクケース１２がマイクケース１５に、ビス２５により締め付け，固定される
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。マイク１４は、マイクケース１２の中心部に設けられた孔１２ａを通して音声をキャッ
チする。
【００２８】
マイクゴム１１は、上述したように受話口との接点部品であり、データを正確且つ確実に
伝達するために非常に重要な部品であるので、柔軟性があって経年変化によっては変質す
る事の無い材料である、例えばウレタンゴムやシリコンゴム等の、金型による加工が容易
なものを使用する。また、マイクゴム１１は、マイクケース１２に自在に嵌合させる事が
できるとともに、その破損時には容易に取り外して交換する事ができるように、図６に示
すように、マイクケース１５にマイクケース１２が組み合わされたときに周囲に形成され
る凹溝１５ｃに、マイクゴム１１の下部内周部を嵌合させて固定される構造となっている
。
【００２９】
このとき、マイクゴム１１上部の全周には、マイクケース１２との間に内部空間１１ａが
形成されており、これによりマイクゴム１１の柔軟性が増し、受話口との密着性も助長さ
れる。さらに、図７に示すように、本実施形態ではハウジングＣを形成する底キャビネッ
ト２２の収納部Ｄに突起部２７を設け、受話口受け部５が本体１０に収納されたときに、
マイクケース１２に突起部２７を当接させる構成とする事により、マイクゴム１１が底キ
ャビネット２２に接触しないようにしている。これにより、収納状態が長く保たれた場合
でも、マイクゴム１１が変形してしまうのを防止する事ができる。
【００３０】
再び図６或いは図８において、２０及び２１は、底キャビネット２２側に取り付けられる
略厚板状のアーム部であり、アーム部２１の一端に設けられた一対の固定部２１ａには、
それぞれ一対のフリップスプリング１８がはめ込まれ、これらがアーム部２０，２１の間
により上下から挟み込まれて取り付けられ、固定される。
【００３１】
このとき、コイルバネ１７の他端に設けられたフック１７ｂが、アーム部２１の一対の固
定部２１ａの間より上方に延びる略円柱状の突起２１ｂ外周に嵌合して取り付けられ、こ
のコイルバネ１７もアーム部２０，２１の間に挟み込まれる。コイルバネ１７の内部を挿
通しているリード線１６は、一方のフリップスプリング１８を挿通して外部へと取り出さ
れ、底キャビネット２２内部へと導かれる。最後に、アーム部２０がアーム部２１に、ビ
ス２６により締め付け，固定される。
【００３２】
図８に示すように、フリップスプリング１８の各々の一端より、略角柱状の突起１８ａが
延びており、これが底キャビネット２２の端部にある収納部Ｄの左右に形成された角穴２
２ａにそれぞれ挿入，嵌合される事により、フリップスプリング１８は、受話口受け部５
の回転軸としての機能を持つ。このフリップスプリング１８は、その本体と突起１８ａと
を外力により相対的に回転させる場合、所定の角度までの回転量の時は弾性力により元に
戻ろうとするが、所定の角度を超えると今度は弾性力により更に一定の角度だけ回転しよ
うとする構造を持った市販部品（加藤スプリング社製）であり、近年は携帯電話の蓋部に
多用されているものである。
【００３３】
また、図５に示したような送受器８の受話口８ａと受話口受け部５の位置関係を確実に保
つために、受話口に対する大きな摩擦抵抗となって滑りを防止する滑り止めゴム１９が、
アーム部２０上面に貼り付けられる。これにより、ビス２６を覆い隠す事ができるので、
見栄えが良くなるとともに、使用者が安易に分解する事ができなくなるので、装置の機能
保持のためにも有効となる。
【００３４】
また、図８に示すように、底キャビネット２２の裏面に摺動自在に嵌合し、受話口受け部
５をホップアップさせる働きを持つアーム２３が設けられている。これは、上記ホップア
ップノブ７に連通していて略Ｕ字状をしており、その遊離端にある作用点２３ａがホップ
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アップノブ７の操作により受話口受け部５に作用し、これをホップアップさせるものであ
る。アーム２３が取り付けられた状態において、ホップアップノブ７は底キャビネット２
２表面に設けられた逃げ穴２２ｂより外部に突出した状態となっている。
【００３５】
ところで、上記マイクケース１２，１５，及びアーム部２０，２１は、熱可塑性の樹脂で
成形されるものである。また、コイルバネ１７の両端に成形されているフック１７ａ，１
７ｂは、受話口受け部５が自在に回転する事を防止するために有効な形状となっている。
一方でコイルバネ１７は、受話口受け部５が柔軟且つフレキシブルに湾曲して動く事がで
きるようにする働きを持つとともに、上述のように、そのコイルバネ１７の内径空間に、
信号伝達のための送信部材としての導電線であるリード線１６を通す事ができ、その保護
が可能であるとともに線処理が非常に容易となるので、これにより信頼性の高い小型の機
器を提供する事が可能となる。
【００３６】
図９は、受話口受け部５がホップアップするメカニズムの説明図である。同図の（ａ）は
その平面図、（ｂ）は側面図である。同図に示すように、本実施形態におけるカプラ装置
不使用時は、通常、受話口受け部５は底キャビネット２２に収納された状態であり、ホッ
プアップノブ７及びそれに連通するアーム２３は、スプリング２４に付勢されて通常は図
の右方にスライドしており、その作用点２３ａはアーム部２１と接していない状態である
。使用時にはホップアップノブ７を図の左方に移動させると、アーム２３も図の矢印で示
すように左方にスライドし、作用点２３ａがアーム部２１に接触する。
【００３７】
さらに、作用点２３ａを成す斜面の働きにより、同図（ｂ）に破線で示すアーム部２０，
２１が持ち上がり、引いては受話口受け部５がフリップスプリング１８を回転軸（フリッ
プヒンジ）として、図の左回りに回転する。本実施形態の場合、受話口受け部５が底キャ
ビネット２２に対して約１５度開いたときに、フリップスプリング１８の特性より、更に
自動的に１２０度回転し、即ち受話口受け部５が底キャビネット２２に対して１３５度ま
で開くようになっている。
【００３８】
さらに、図示しない受話口をセットしたときの負荷により、実線で示すように最高１８０
度まで開く事が可能である。このときはフリップスプリング１８の特性により、逆に右回
転する付勢力が働く。収納時には受話口受け部５を、底キャビネット２２に対して約１５
度以内になるように、手動で戻してやると、同図（ａ）に示す収納時の状態となる。
【００３９】
ここでのフリップスプリングの特性としては、フリップスプリング自体の定常状態から外
力により回転させる時に、自動的にさらなる回転をするに至るまでに必要な所定の回転角
度は、実際は約３０度であり、３０－１５＝１５度だけ同図（ｂ）における収納状態より
更に右回転する余力がある。これにより、収納時には受話口受け部５が付勢された状態で
浮き上がりを防止しつつ底キャビネット２２に当接，固定される。尚、フリップスプリン
グの所定の回転角度については、本実施形態に限定されるわけではなく、その特性を選択
する事や、底キャビネット２２或いはアーム部２１に取り付ける際の相対的な角度を調節
する事により、変更する事が可能である。
【００４０】
さらに、このようなフリップスプリングを使用する構成に限定されるものではなく、例え
ば受話口受け部５を常にホップアップする方向に付勢しておき、収納時には何らかの係合
部が働いてこれを保持し、使用時にはその係合を解除する事により、ホップアップさせて
スタンバイするというような、オーソドックスな構成とする事も勿論可能である。また、
受話口受け部５を直接手で持ち上げて起こすといった、単純な方法を用いる構成でも良い
。
【００４１】
図１０は送話口受け部６とその周辺の部品構成を示す分解斜視図である。同図に示すよう
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に、図５に示したような送受器８の送話口８ｂと送話口受け部６の位置関係を確実に保つ
ために、送話口に対する大きな摩擦抵抗となって滑りを防止する滑り止めゴム３１が、底
キャビネット表面の段差部２２ｃに貼り付けてある。これら各部には、送話口受け部６（
正確には後述するスピーカーハウジング３６の突部３６ａ）が挿通し、スライド可能な長
穴３１ａ，２２ｄがそれぞれ設けてある。
【００４２】
また、３７は略円板状のスピーカーであり、作成されたデータに基づく電気信号を音声信
号に変換する働きを持つ。このスピーカー３７より側方にリード線３２が延びている。ス
ピーカー３７の上方に位置する略平板状の３６は、スピーカーハウジングであり、この上
面には略円板状の突部３６ａが設けられていて、ここにスピーカー３７が下部よりはめ込
まれ、内包される。突部３６ａ上面は、送話口８ｂが近接接合される際に安定しやすいよ
うに、凹面となっており、またスピーカー３７からの音声を放射する孔３６ｂが多数開け
られている。尚、対象となる電話機の送話口８ｂの形状によっては、突部３６ａの上面は
必ずしも凹面である必要はなく、対応した形で平面や凸面となっていても良い。
【００４３】
さらに、ここには送話口受け部６のスライド方向と略直角となる短い線状に、複数の突起
３６ｃが配列されていて、これらは突部３６ａの上端より上に突出しないように高さを抑
えられている。この突起３６ｃは、送話口受け部６を手動でスライドさせる時の指の滑り
止め効果をもたらすので、これにより送受器セッティング時の操作性を向上させる事がで
きる。尚、突起３６ｃは本実施形態における形状に限定されるものではなく、丸型や角型
等、様々な形状のものを採用しても良く、指の滑り止め効果をもたらすものであれば良い
。
【００４４】
また、スピーカーハウジング３６は、長板状のスピーカー押さえ板３８，３９により、図
の両側面及び下面より支持され、底キャビネット２２の裏面にビス４０により取り付けら
れる。このとき、スピーカーハウジング３６の片側面に設けられたロック凸部３６ｄに対
面するように、スピーカー押さえ板３８側面にロック凹部３８ａが連続的に形成されてお
り、これらのいずれかにロック凸部３６ｄが係合する事により、スピーカーハウジング３
６引いては送話口受け部６が任意のスライド位置で固定されるようになっている。
【００４５】
尚、このようなスライド位置を調節する構成については、本実施形態のものに限定される
わけではなく、例えばロック凸部とロック凹部の配置関係が入れ替わっていても良いし、
また摩擦力の利用等により無段階に調節できるように構成されていても良い。また、以上
のような送話口受け部６のスライド位置を調節する構成によれば、特に使用する送受器が
限定される場合は、一度調節しておけば次回からはそのスライド位置のままで使用する事
ができるので、便利である。
【００４６】
また、同図に示すように、スピーカーハウジング３６と底キャビネット２２との間には、
ハイドシート３３，３４，３５が重ねて配設されている。これは、スピーカー３７のコー
ン部の表側と裏側が音響的に干渉しないよう、装置の内部と外部を遮断するためのもので
ある。各ハイドシートには、スピーカーハウジング３６の突部３６ａが挿通し、スライド
可能な長穴３３ａ，３４ａ，３５ａがそれぞれ設けてある。
【００４７】
また、各ハイドシートの上記スライド方向の長さは、段階的に順次短くなっており、更に
その前後端には折曲げ部３３ｂ，３４ｂ，３５ｂがそれぞれ設けてある。これにより、各
ハイドシートが重ね合わされた状態で、互いの相対的なスライドのストロークが、折曲げ
部同士の当接によって長さの差の範囲内に規制され、スピーカーハウジング３６つまりは
送話口受け部６をどの位置にスライド移動させても、常に装置の内部が外部に対して閉塞
する効果をもたらす。さらに、このような折曲げ部によれば、各ハイドシートの強度をア
ップする効果も得られる。但し、折曲げ部を設ける構成には限定されるものではなく、例
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えばスライドのストロークが規制されるような当接部を個々のスライドシートに設ける構
成等としても良い。
【００４８】
このハイドシートの枚数は、本実施形態で示した３枚に限定されるわけでは勿論なく、効
果が確実に得られてしかも効率的な枚数が必要に応じて選択される。例えば、同図に二点
鎖線で示すように、上記各ハイドシートの間に、段階的に長さの違うハイドシート群４１
が更に挿入される場合もある。また、ハイドシートの材質としては、静電気の影響がなく
てしかも軽量の、ＰＥＴ材或いはＰＶＣ材のような樹脂材料が好ましい。いずれにしても
、スピーカーハウジング３６のスライド移動にスムーズに追従し、装置の内部と外部を確
実に遮断できる構成が必要である。
【００４９】
その意味では、本実施形態のようにハイドシートを重ね合わせる構成には限定されるもの
ではなく、例えば、シャッターを設けて巻き上げ巻き戻しを行う構成としても良いし、蛇
腹状のものを伸縮させる構成としても良い。若しくは、ハイドシート１枚のみをスライド
させる構成とする事も可能であるが、この場合はそのストローク分だけ装置が余分に長く
なる。
【００５０】
図１１は、セットされる送受器８の長さによる送話口受け部６のスライド位置の変化を示
す図である。同図（ａ）は本実施形態のカプラ装置に対して、送受器８が使用可能な最長
のものである場合、即ち受話口８ａと送話口８ｂ間のピッチが最長の場合を示しており、
同図（ｂ）は同様にして最短の場合を示している。いずれの場合も受話口受け部５は受話
口８ａに密着接続し、送話口受け部６は送話口８ｂに十分近接接続している。このように
して、送受器８の長さに応じてフレキシブルな対応が可能となっている。
【００５１】
図１２は、送受器８の形状による各種寸法の違いを示す図である。同図（ａ）は例えば家
庭で主に用いられるファッション性を重視した電話機の送受器、同図（ｂ）は例えばオフ
ィスで主に用いられるビジネス用の電話機の送受器或いは公衆電話の送受器、同図（ｃ）
は本体が送受器を兼ねる携帯電話である。各送受器８の受話口８ａと送話口８ｂ間のピッ
チはそれぞれＰａ，Ｐｂ，Ｐｃで示されるが、これらは様々な寸法のものが存在している
。また、同図（ａ），（ｂ）にそれぞれ示す受話口８ａ及び送話口８ｂの表面の傾斜角度
α，α′及びθ，θ′も、様々な値のものが存在している。本実施形態のカプラ装置は、
これら送受器の様々な形状にできるだけ対応可能なように構成している。
【００５２】
図１３は、カプラ装置の他の形態の例を模式的に示す斜視図である。同図（ａ）は本体１
０の側面に受話口受け部５及び送話口受け部６を設けた場合を示している。また、同図（
ｂ）は本体１０両端部に設けられた各収納部５ａ，６ａからそれぞれ受話口受け部５及び
送話口受け部６を取り出し、各リード線５ｂ，６ｂを従えた状態で図示しない受話口及び
送話口にそれぞれ接続させる構成を示している。このように、カプラ装置の形態も、上述
の実施形態のようなものには限定されず、様々なバリエーションが考えられる。
【００５３】
尚、特許請求の範囲で言うシート部材は、実施形態におけるハイドシートに対応するもの
である。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、多種多様の形状を持つ電話機の送受器に対して、
柔軟且つ容易に対応する事ができるとともに、その送受器の形状に合わせるための調節の
回数を極力少なくする事ができ、また外力によるダメージを受けにくいカプラ装置を提供
する事ができる。
【００５５】
特に、請求項１によるならば、コイルバネの特性により、柔軟で自由運動が可能であり、
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耐久性，復元力に優れた、受話口に密着させやすい受話口受け部とする事ができる。また
、コイルバネの両端に設けたフックにより、マイクケースの回転を抑制する事が可能とな
る。
【００５６】
また、請求項２によるならば、リード線の保護及び線処理の簡便化を図る事ができ、また
線処理を行うための専用の空間を必要としないので、装置のコンパクト化を図る事ができ
る。
【００５７】
また、請求項３によるならば、マイクゴムにより外部からの騒音の影響が軽減されるとと
もに、摩耗時等にはこれを容易に交換する事ができ、常に最適な状態で装置を使用する事
ができる。
【００５８】
また、請求項４によるならば、ゴムの弾力性の他に空間を緩衝器として利用する事ができ
、受話口に対する受話口受け部のより幅広い追従密着性を確保する事ができる。
【００５９】
また、請求項５によるならば、不使用時は受話口受け部を外部に露出させない構造とする
事ができ、外力によりマイク等が破損するのを防ぐ事ができる。また、ワンタッチで受話
口受け部をセットする事ができ、迅速な送受を行う事ができる。
【００６０】
また、請求項６によるならば、不使用時の受話口受け部の収納状態において、マイクゴム
に常に負荷を加える事がないので、これの変形を防止する事ができ、常に最適な使用状態
を保つ事ができる。
【００６１】
また、請求項７によるならば、受話口と送話口との間のピッチが異なる電話機の送受器に
も柔軟に対応する事ができ、受話口受け部と送話口受け部とを最適な位置関係に固定する
事ができ、送受器のサイズが限定される場合は、送受の度毎にこれらを調節する必要がな
く、迅速な送受を行う事ができる。
【００６２】
また、請求項８によるならば、スピーカーの表側と裏側が音響的に干渉しないようにする
とともに、装置内部を保護する事ができる。
【００６３】
また、請求項９によるならば、装置内部と外部との遮断を確実に行う事ができるとともに
、シート部材の強度が増し、外部からの圧力による変形を防止する事ができる。
【００６４】
また、請求項１０によるならば、静電気による影響を防ぐとともに、軽量化を図る事がで
きる。
【００６５】
また、請求項１１によるならば、送話口受け部に送話口がセットされる際に安定しやすく
なり、更に手動によるスライド動作が行いやすくなる。
【００６６】
また、請求項１２によるならば、別部品を必要とせずにスライド動作時における指の滑り
止め効果をもたらす事ができる。さらに、突起が凹面から出ていない構成とすれば、送受
器をセットしたときに邪魔にならず、操作性を向上させる事ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】携帯端末装置本体が閉じた状態の外観を示す斜視図。
【図２】携帯端末装置本体が開いた状態の外観を示す斜視図。
【図３】携帯端末装置本体が閉じた状態の反対側の面の外観を示す斜視図。
【図４】受話口受け部がホップアップした状態を示す斜視図。
【図５】携帯端末装置本体に送受器をセットした状態を示す斜視図。
【図６】受話口受け部の組立状態を示す縦断面図。
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【図７】受話口受け部の収納状態を示す縦断面図。
【図８】受話口受け部の部品構成を示す分解斜視図。
【図９】受話口受け部がホップアップするメカニズムの説明図。
【図１０】送話口受け部とその周辺の部品構成を示す分解斜視図。
【図１１】送受器の長さに対する送話口受け部のスライド位置を示す図。
【図１２】送受器の形状による各種寸法の違いを示す図。
【図１３】カプラ装置の他の形態の例を模式的に示す斜視図。
【図１４】従来の音響カプラ構造の一例を模式的に示す図。
【符号の説明】
１　　送信キー
２　　インジケータ
３　　表示部
４　　入力キー
５　　受話口受け部
６　　送話口受け部
７　　ホップアップノブ
８　　送受器
１０　　本体
１１　　マイクゴム
１２，１５　　マイクケース
１３　　マイクフィルター
１４　　マイク
１６，３２　　リード線
１７　　コイルバネ
１８　　フリップスプリング
１９，３１　　滑り止めゴム
２０，２１　　アーム部
２２　　底キャビネット
２３　　アーム
２４　　スプリング
２５，２６，４０　　ビス
２７　　突起部
３３，３４，３５　　ハイドシート
３６　　スピーカーハウジング
３７　　スピーカー
３８，３９　　スピーカー押さえ板
Ａ　　ヒンジ部
Ｂ，Ｃ　　ハウジング
Ｄ　　収納部
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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